
株式会社イータウンと幸区におけるソーシャルデザインセンターに 

関する協定を締結しました 

平成３１年３月に策定された「これからのコミュニティ施策の基本的考え方」に基づき、多様な主体

が連携することで新たな活動や価値を生み出し、市民創発によって地域の課題解決や社会変革（ソーシ

ャルイノベーション）を促す区域レベルの基盤（プラットフォーム）となる「ソーシャルデザインセン

ター（以下、ＳＤＣ）」のモデル事業の開始を目的として株式会社イータウンと協定を締結しました。 

１ 協定締結事業者について  

（１）事業者名：株式会社イータウン 

（２）所 在 地：横浜市港南区港南台４－１７－２２ キタミビル２Ｆ 

（３）代 表 者：代表取締役 齋藤 保 

（４）主な事業内容：コミュニティカフェの運営、ＮＰＯ・商店街・企業等を対象としたソーシャルビ

ジネスの運営支援や育成事業等 

２ 協定締結日 

令和 2年 6月 1日（月） 

３ 協定の内容

幸区におけるＳＤＣのモデル事業開設及び運営に関すること 

４ 幸区におけるソーシャルデザインセンターについて 

（１）設置予定場所 

新川崎タウンカフェ内（幸区鹿島田１－１－５ パークタワー新川崎１０２） 

※今年度内にオープン予定 

（２）主な事業（予定） 

  ・地域情報の調査・研究事業 

  ・地域ネットワークの構築事業 

・地域活動に関する相談、アドバイス事業 

  ・地域活動に関する人材発掘・育成事業 

  ・地域情報の収集・発信事業 

５ 今後の取組について 

  ・新川崎タウンカフェ内に、幸区ＳＤＣの開設準備を進める。 

・幸区ＳＤＣの事業については、新型コロナウイルス感染拡大の状況を考慮しながら段階的に着手

し、地域のニーズ等を踏まえた上で事業を展開する。 

（問合せ先）

川崎市幸区役所まちづくり推進部企画課

電話：０４４－５５６－６６１２ 

令和２年６月１６日 

幸  区  役  所 
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